
医療法人財団明理会 居宅介護支援事業の運営規程 

介護老人保健施設 仙台青葉ロイヤルケアセンター 

居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所運営規程 

＜事業の目的＞ 

第1条 医療法人財団明理会が開設する指定居宅介護支援事業所「介護老人保健施設 仙台青葉ロ 

イヤルケアセンター」（以下「当事業所」という。）が行う指定居宅介護支援事業及び介護予防支

援事業（以下「指定居宅介護支援事業等」という）の適正な運営を確保するために人員及び管理

運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護又は要支援の認定をうけた高齢者

（以下「利用者」という）に対して、適正なサービスを提供することを目的とする。 

＜運営の方針＞ 

第2条 

１．当事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、 

その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと 

が出来るよう、利用者の立場に立って援助を行う。 

２．利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適正な保健医療サービス及び福祉 

サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場で 

サービスを調整する。 

３．利用者は居宅サービス事業所及び介護予防サービス事業所については複数の事業所の紹介 

を求める事ができる。また、当該事業所を居宅サービス計画及び介護予防サービス計画に 

位置づけた理由を求める事ができる。 

４．指定居宅介護支援事業等の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、 

地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め 

るものとする。 

５．当事業所の介護支援専門員は、居宅サービス事業所及び介護サービス事業所から伝達され 

た利用者の情報やモニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した状態等の必要な 

情報を主治の医師や、薬剤師に伝達する。  

６． 入院先の医療機関との情報連携や円滑な退院支援のため、入院時には利用者又はご家族から、 

担当の介護支援専門員名を伝えて頂くように説明し、お願いする。 

７．利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者 

に対し 、研修を実施する等の措置を講じる。  

８．厚生労働大臣が公表する、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に

行うよう努める。 
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＜事業所の名称等＞ 

第3条 指定居宅介護支援事業等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 一． 名 称   介護老人保健施設 仙台青葉ロイヤルケアセンター 

 二． 所在地   宮城県仙台市青葉区吉成台２丁目３番２０号 

＜職員の職種、員数及び職務内容＞ 

第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

一． 管理者  主任介護支援専門員１名（兼任） 

         管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

二． 介護支援専門員（常勤職員）3名以上 ／主任介護支援専門員（常勤職員）1名以上 

 合計4名以上 介護支援専門員及び主任介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供 

にあたる。 

 ＜営業日及び営業時間＞ 

第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 １． 営 業 日 月曜日から土曜日までとする。 

       但し、国民の祝日と年末年始（１２月３０日から１月３日）を除く。 

 ２． 営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

       但し、土曜日は、午前８時３０分から午後１２時３０分までとする。 

 ３． 電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とする。  

＜指定居宅介護支援事業等の利用料及び提供方法、内容等＞ 

第6条（利用料） 

指定居宅介護支援事業等の提供方法 及び 内容は次のとおりとし、提供した場合の利用 

料の額は、厚生労働大臣が定める基準（介護報酬告示上の額）によるものとし、事業が

法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。但し、保険料の滞納等により、

保険給付金が直接当事業者に支払われない場合は一旦介護報酬告示上の額を徴収し、サ

ービス提供証明書を発行する。 

（提供方法及び内容等） 

１. 介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業等の提供にあたっては、利用者の居宅及び当事 

業所の相談室において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理 

解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。 

２．介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で 

解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画 

及び介護予防サービス計画書の原案を作成する。 
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 課題の分析については、MDS－HC2.0及び宮城県版「アセスメントシート」「課題検討 

用紙」を使用。介護予防サービス計画の場合、「介護予防のための効果的な支援の方法に関 

する基準」（厚生労働省令第３７号第２９条から第３１条）に従って実施。 

３．介護支援専門員は、サービス担当者会議を利用者の居宅及び当事業所等で開催し、担当者 

から専門的な意見を求めるものとする。 

４. 利用者による居宅サービス及び介護予防サービスの選択に資するよう当該地域における 

サービス事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に 

説明し、居宅サービス計画書・介護予防サービス計画書について、利用者の同意を得る。 

 ５．介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を 

希望している場合その他必要な場合は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める。 

医療サービスを位置付けた居宅サービス計画及び介護予防サービス計画を作成した場合、 

当該居宅サービス計画及び介護予防サービス計画を主治の医師等に交付する。 

６．介護支援専門員は、要介護認定を受けた利用者の居宅介護サービス計画の作成後においても、  

 利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、サービス計画の 

実施状況を把握（以下「モニタリング」という。）し、少なくとも1月に１回は利用者居宅を 

訪問することにより、利用者の課題把握を行い、介護サービス計画の変更及びサービス事業者 

等との連絡調整その他便宜の提供を行い、モニタリングの結果を記録する。 

ただし、基準第 13 条第 14 号ロ⑴及び⑵の要件を満たしている場合であって、少なくとも 

２月に１回利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、 

テレビ電話装置等を活用して面接を行うことができる。 

要支援認定を受けた利用者の介護予防サービス計画については、モニタリングにあたって 

利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業所等との連絡を継続的に行なうこととし、 

特段の事情のない限り、少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３ヶ月に 

１回及びサービスの評価期間が、終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、

利用者の居宅を訪問する。訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する

等の方法により利用者に面接するよう努める。また、当該面接ができない場合にあっては、電

話等により利用者との連絡を実施し、少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録する。 

ただし、基準第 30 条第 16 号ロ⑴及び⑵の要件を満たしている場合であって、サービスの提供を

開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間のうち、少なくとも２期間に１回は利用者の居宅を

訪問することによって面接を行うときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装

置等を活用して、利用者に面接することができる。 

７.利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜の 
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    提供を行う。 

８. 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。 

また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。 

＜通常の実施地域＞ 

第７条 

通常の事業の実施地域は、仙台市青葉区・泉区とする。 

＜相談・苦情対応＞ 

第８条 

当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した事業 または、居宅サ

ービス計画・介護予防サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情

等に対し、迅速に対応する。 

＜事故処理＞ 

第９条 

１． 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村、利用者の家族等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じる。 

２． 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。 

３． 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

＜その他の運営についての留意事項＞ 

第１０条 

１．  当事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるもの

とし、又業務体制を整備する。 

  （1）採用時研修   採用後3ヶ月以内 

  （2）継続研修    年１回以上（行政開催の研修会・スキルアップ研修等） 

（3）IMSグループ介護支援専門員 研修会の参加 

  （4）介護支援専門員の質的向上の為の事業所内部の研修 

＜個人情報の保護＞ 

第１１条 

１． 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

２． 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者 

   ではなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とす

る。 

３． 但し次の各号にあげる情報提供は、利用者の同意を得た上で行うこととする。 
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  （1）介護保険サービス利用のためサービス担当者会議等において、地域包括支援センター、

その他介護支援事業者等への情報提供。また、サービス事業所等から伝達された利用者の情報

や状態等を主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うこととする。また、医療指

示等の提供を受けた主治の医師等（入院中の場合、医療機関の医師）に対して居宅サービス計

画書を交付する  

 （2）入退院、退所時に病院等（医療・介護）と連携を図る観点から情報共有するため、情報提

供を受けることがあり、入院になった場合には入院先病院に担当ケアマネの氏名等を知らせて

頂き、情報共有・連携を図るものとする。 

    （3）介護保険サービスの質の向上のための、学会、研修会、事例検討発表会等。尚この場合、

利用者が特定できないように配慮する。 

＜虐待防止のための措置に関する事項＞ 

第１２条 

１．虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

介護支援専門員に周知徹底を図る。 

２．虐待の防止のための指針を整備する。 

３．介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。  

４．虐待の防止のための研修を定期的に実施するための担当者（管理者）を置く。 

５．サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者） 

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。 

＜身体拘束等の適正化の推進＞ 

第１３条 

 事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘 

束を行ってはならない。緊急やむを得ない場合には、その態様及び時間、利用者の心身の 

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し保管する。 

（附則） 

※ この規程は、H １５年 ５月 １日 から施行する。 

※ H１７年  ４月  １日 一部変更  ※H１９年  ４月  １日 一部変更 

※ H２１年  ４月  １日 一部変更  ※H２４年  ４月  １日 一部変更 

※ H２６年  ９月  ５日 一部変更  ※H２９年  ８月  ４日 一部変更 

※ H３０年  ４月  １日 一部変更  ※H３０年  ５月  １日 一部変更 

※ H３０年  ６月  １日 一部変更  ※H３０年  ６月 ２１日 一部変更 

※ H３０年  ７月 ２１日 一部変更  ※H３０年 １１月 １９日 一部変更 
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※ 令和元年  ８月  １日 一部変更   ※令和元年  10月  １日 一部変更 

※ 令和２年  10月  １日 一部変更   ※令和2年  12月    1日  一部変更 

※  令和3年  4月    1日  一部変更  ※令和6年   4月    1日 一部変更 

※  令和6年   8月  16日 一部変更  ※令和7年   1月  30 日 一部変更 

※  令和7年   4月    1日 一部変更  ※令和７年  １０月 １5日 一部変更 
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医療法人財団 明理会 

仙台青葉ロイヤルケアセンター 
 

 

 

 

 

 

 



 

居宅介護・介護予防支援 重要事項 

 
１． 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 

仙台青葉ロイヤルケアセンター ※             

電 話０２２（３０３）３９１１ FAX０２２（３０３）３９１２ 

受付時間 月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０まで 

     土曜日     ８：３０～１２：３０まで 

     （祝日を除く） 

担 当  武田 陽 ・ 中野 覚 ・茂木 春美 ・小田桐 千春 

 

 

２．事業所名記載の概要 

 （１）居宅介護支援・介護予防支援 の指定番号およびサービス提供地域 

 

（２）同事業所の職員体制 

 常    勤 非常勤 合    計 

管   理   者   １名（兼任）  １名 

主任介護支援専門員 1 名以上  1 名以上 

介 護 支 援 専 門 員 3 名以上  3 名以上 

 

（３）営業時間 

当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとします。 

１．営 業 日 月曜日から土曜日まで。 

      但し、国民の祝日と年末年始（１２月３０日から１月３日）を除く。 

 ２．営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで。 

      但し、土曜日は、午前８時３０分から午後１２時３０分まで。 

３．電話等により 24 時間連絡・相談体制としております。 

（施設代表電話・携帯電話・e メール・SMS・FAX ） 

４．担当者の携帯電話番号をお伝えしますが、営業時間外や担当者休日の場合、代表電話に 

転送される場合があります。 

（他の職員・管理者が代行もしくは、担当者が折り返し連絡します。※必要に応じて） 

 

３．居宅介護支援・介護予防支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

（１）「居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼書」を役所の窓口に提出します。 

（２）利用者ご本人やご家族（以下、利用者・家族とします。）の希望をお聞きし、居宅サービス

計画・介護予防サービス計画書を（以下、サービス計画書とします。）作成します。 

（３）利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、

利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 

（４）サービス計画書原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集し、サービス担者会議 

の開催、担当者に対する照会等により、サービス計画書原案の内容について、担当者から専 

門的見地からの意見を求めるものとします。 

（４）サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区 

事  業  所  名 仙台青葉ロイヤルケアセンター 

所   在   地 宮城県仙台市青葉区吉成台２丁目３番２０号 

介 護 保 険 指 定 番 号 ０４５５１８００６７ 

通 常 の サ ー ビ ス 提 供 地 域 仙台市青葉区・泉区（その他の地域：ご相談のうえ適切に対応） 



 

分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、 

文書により利用者の同意を得るものとします。 

 (５) 介護支援専門員は、サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、サービス事業者 

等との連絡を継続的に行うことにより、サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題 

把握を行い、必要に応じてサービス計画の変更、サービス事業者等との連絡調整、その他便 

宜の提供を行います。                                         

（６）原則、定期的（月１回※介護予防はサービス提供する開始月の翌月から起算して３月に１

回）に利用者に関する経過観察・居宅での面談を行い再評価により必要に応じて、サービ

ス計画の修正等を行います。 

※下記全ての項目に該当した場合、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用し、 

少なくとも２ｹ月に１回（介護予防※6 ヶ月 1 回）は居宅を訪問とします。 

・利用者の同意を得られる場合 

・サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者

の合意を得られる場合 

・利用者の状態が安定しており、利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること 

（家族のサポートがある場合も含む）。 

・テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス 

事業者との連携により情報を収集すること 

（７）サービス計画作成後、利用者が受けた介護保険サービス費用が適切に処理・給付されるた

めに、毎月給付管理票を作成し、宮城県国民健康保険団体連合会に提出します。 

（８）利用者が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更申請を円滑に行えるよ

う援助します。また、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を代わって行います。 

（９）指定居宅介護支援及び介護予防支援の提供に関する記録を作成し、この契約終了後 5 年間

保存します。 

（１０）利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望した場合、ご利用者様に介護保険施

設等の紹介その他の支援をします。 

（１１）介護保険の制度上、下記等は居宅介護支援及び介護予防支援の範囲外となり、法令遵守・

公平性を保つためにも、お引き受け致しかねますのであらかじめご了承下さい。 

例：移動・入浴・排泄等の身体介助、家事援助、金融機関の手続きの代行、外出時の付き 

添い、住宅の保全メンテナンス、日常的な安否確認、救急車への同乗等。身元保証、

介護保険に関与しない行政手続き等 

 

４．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

お電話等でお申し込みください。当事業所の介護支援専門員が居宅をお伺いし、利用者・

家族に面接を致します。契約を締結したのち、サービス提供を開始します。 

（２）サービスの終了 

①利用者のご都合でサービス終了をする場合 

     文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 

②当事業所の都合でサービスを終了する場合 

     人員不足等ややむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございま

す。その場合は、終了１ヶ月前までに文書等で通知すると共に、地域の他の居宅介護支援事

業所をご紹介致します。 

③自動終了 

     以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。 

ⅰ．介護老人福祉施設・介護保健施設等に入所した場合 

ⅱ．要介護認定区分が非該当（自立）と認定 及び 事業対象（第一号介護予防支援対象者）

になった場合 

ⅲ．サービスを３ヶ月以上利用しなかった場合 

Ⅳ．利用者がお亡くなりになった場合 



 

④その他 

     利用者や家族等が当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほ

どの背信行為を行った場合は、文書等で通知することにより、ただちにサービスを終了させ

て頂く場合がございます。※ハラスメント禁止事項 記載      

 

５．当社居宅介護支援の特徴等 

（１）運営の方針・目的 

       事業所の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護

支援専門員が要介護状態にある高齢者に対して、適切な居宅介護支援及び介護予防支援を提供

することを目的とします。 

       当事業所の介護支援専門員は利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その

利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じた日常生活を営む事ができるよう、

利用者の立場に立って援助を行い、利用者が自己選択・自己決定ができる様に支援させて頂き

ます。 

    （２）公正中立性の確保のための取組 

利用者はサービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることができます。また、当 

該事業所に対して、サービス計画書に位置付けた理由を求めることができます。 

    （３）居宅介護及び介護予防支援の実施概要等 

当事業所は、課題分析（解決すべき生活課題の把握）手法として、MDS－HC2.0 及び宮城

県版「アセスメントシート」「課題検討用紙」活用し、利用者や家族より必要な情報を提供し

て頂き、客観的な視点で生活の支障を把握し、利用者や家族のご希望を充分配慮した上で、

課題解決に向けたサービス計画を行います。 

介護予防サービス計画の場合、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（厚

生労働省令第３７号第２９条から第３１条）に従って行います。 

（４）介護支援専門員の質的向上 

当事業所では、介護支援専門員のスキルアップを図る為、行政主催の研修参加はもとより、

グループ内の講習会・講演会を開催や事業所内での定期的な研修会や事例検討・勉強会を 

    行い、居宅介護支援・介護予防支援の質の向上に努めております。 

 

６．サービス内容に関する苦情 

（１）当事業所お客様相談・苦情担当 

当事業所の居宅介護・介護予防支援に関するご相談・苦情およびサービス計画に基づいて 

提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

 

苦情対応相談窓口 

管理者  武田 陽 

電話 ０２２（３０３）３９１１  ＦＡＸ ０２２（３０３）３９１２ 

  対応時間 月曜日～金曜日      ８：３０～１７：３０ 

       土曜日          ８：３０～１２：３０ 

      （祝日を除く） 

 

（２）その他 

仙台市各区役所 青葉区 介護保険課 介護保険係 電話  ０２２－２２５－７２１１ 

   泉区  介護保険課 介護保険係 電話  ０２２－３７２－３１１１ 

宮城総合支所障害高齢課 高齢者支援係 電話 ０２２－３９２－２１１１ 

仙台市介護事業支援課 居宅サービス指導係 

電話 ０２２－２１４－８１９２ 

ケアマネジメント指導係 

    電話 ０２２－２１４－８６２６ 

宮城県国民健康保険団体連合会（介護サービス苦情相談窓口） 

              電話 ０２２－２２２―７７００ 



 

７．個人情報の保護 

（１）従業者は、個人情報保護法に基づき、サービスの提供をするうえで知り得た、利用者及び家族

に関する個人情報を正当な理由なく第３者に漏らしてはならない。これ等の個人情報に対する

守秘義務は契約終了後も同様とします。 

（２）従業者であった者も、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を保持するよう徹底します。 

（３）ただし次の各号にあげる情報提供は、利用者から同意を得た上で行うこととします。 

①介護保険サービス利用の為、サービス担当者会議において、市町村や各サービス事業者、その

他の担当者に対して情報提供を行います。また、サービス事業所等から伝達された利用者の情

報や状態等を主治の医師や歯科医師、薬剤師に対して、必要な情報提供を行います。医療指示

等を頂いた主治の医師等（入院中の場合、医療機関の医師）に対して居宅サービス計画書を交

付します。 

②入退院・退所時に病院等と医療、介護連携を図る観点から情報を共有・提供を行います。入院

した場合には担当ケアマネの氏名を入院先へ伝えて頂き、担当ケアマネから病院へ情報提供を

行います。 

③介護保険サービスの質向上のための学会、研究会等での事例研究発表会等。尚この場合、利用

者が特定できない様に配慮します。 

④必要時の情報公表、保険者等に対して情報提供を行います。 

 

 ８．事故発生時の対応に関する事項 

利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村、利用者の家族等に連絡を行うと 

ともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際してとった処置について 

記録し、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

  9．虐待防止のための措置に関する事項 

利用者及び関係者における虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その内容・結

果について、当該職員・関係者に対して、周知徹底を図ります。また、虐待の防止のための指

針を整備・研修担当者（管理者）を設置し、虐待防止のための研修を定期的に行っております。 

 サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。  

 

10．身体拘束の適正化に関する事項 

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行 

ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用 

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

11. ハラスメントの禁止に関する事項 

職員間 及び 利用者・家族等へのハラスメント及び 利用者・家族等によるハラスメント 

防止に向け、次の対策を講じます。 

 

１.身体的暴力の禁止（モノを投げる、叩く、危害を加える等） 

２.精神的暴力の禁止（人格否定、怒鳴る、攻撃・威圧的な行動・発言、法定外の過剰な 

サービス要求・契約遂行に支障をきたす長時間の拘束等） 

３.性的な言動・行動の禁止（意に沿わない性的な要求、嫌がらせ、不快に感じる発言等） 

上記事項の性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの 

防止に向けた方針を実施しております。利用者・当事業所間に置いても契約内容で上記 

事案が発生し、事業者の申し入れにもかかわらず改善の見込みが見られない場合、当事業 

所の管理者・法人内ハラスメント委員会等へ報告し、契約解除・中断する場合があります。 

 

 

 



 

《料金規定》別紙 居宅介護支援 

要介護認定を受けられた方は、介護保険から給付されますので自己負担はありません。ただし、

保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、１ヶ月毎に料金をいただ

き、後日、各市町村窓口で申請する事で、全額払い戻しされます。 

 介護支援専門員 1 人あたりの担当利用者数は介護報酬算定において「居宅介護支援費Ⅰ」の

算定を基準により 1 ヶ月の担当利用者数は 44 名を上限とします。 

ただし、ケアプラン連携システムの活用及び事務職員の配置を行った場合、逓減制の適用（居

宅介護支援費Ⅱ）となり、下記の取り扱いとします。 

なお、初回加算・入院時情報連携加算（Ⅰ）・（Ⅱ）・退院退所加算等が対象となる場合、居宅

介護支援費に加算となります。 

① 基本料金 

居宅介護支援費Ⅰ 

区 分 取り扱い件数 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ） 45 件未満 13,014 円／月 16,911 円／月 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ） 45 件以上 60 件未満 6,522 円／月   8.440 円／月  

居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ） 60 件以上 3,907 円／月  5,053 円／月  

居宅介護支援費Ⅱ（逓減制適用時） 

区 分 取り扱い件数 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

居宅介護支援費Ⅱ

（ⅰ） 

50 件未満  13,014 円／月 16,911 円／月 

居宅介護支援費Ⅱ

（ⅱ） 

50 件以上 60 件未

満 

6,314 円／月 8,178 円／月 

居宅介護支援費Ⅱ

（ⅲ） 

60 件以上 3,781 円／月 4,918 円／月 

※標準件数により介護費の逓減制を導入されます。※上記金額には、特別地域加算 15％が含ま

れております。 

②加算料金 

加算項目 料 金 算定要件 

初回加算 
3,126 円／

月 

新規（契約の有無にかかわらず２か月以上居宅介護支援を提供してい

ない）に居宅サービス計画を作成した場合。 

該当要支援者が要介護認定を受けた場合。 

 該当要介護状態区分が２区分以上変更された場合。 

入院時情報連

携加算（Ⅰ） 

2,605 円／

月 

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院 

又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提 

供していること。 

※ 入院日以前の情報提供を含む。 

※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の

翌日を含む 

入院時情報連

携加算（Ⅱ） 

2,084 円／

月 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、 

当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な 

情報を提供していること。 

※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して３

日目が営業日でない場合は、その翌日を含む 

退院・退所加

算 

カ ン ファ

レ ン ス参

加無 

カンファレンス参

加有 

退院・退所にあたって、病院等の職員と面談を

行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た

上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービ

ス等の利用に関する調整を行った場合。 



 

連携１回 4,689／月 6,252／月 ただし、「連携３回」を算定できるのは、その

うち１回以上について、入院中の担当医等との

会議に参加して、退院・退所後の在宅での療養

上必要な説明を受けた上で居宅サービス計画

書を作成し、居宅サービス等の利用に関する調

整を行った場合。 

連携２回 6,252／月 7,815／月 

連携３回 6,252／月 9,378／月 

緊急時等居宅

カンファレン

ス加算 

2,084 円／

回 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用

者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅及び地

域密着型サービスの利用し調整を行った場合。 

通院時情報連

携加算 
521円／月 

利用者が医師 または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師・歯

科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行

い、医師・歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上

で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合。 

特定事業所加

算Ⅱ 
 

 

 

 

 

※主任介護支援専

門員：1 名以上 

介護支援専門員： 

3 名以上配置時 

4,386 円／

月 

1.専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配

置していること（1 名以上）。※利用者に対する指定居宅介護支援の提供

に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務を

し、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務とする。 

2.専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置し

ていること。（3 名以上）※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支

障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、

又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務とする。 

3.家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮

者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する

事例検討会、研修等に参加する。 

4.利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝

達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 

5. 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対

応する体制を確保していること。 

6.居宅支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施

していること。 

7.特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

8.指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利

用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員１人当たり 45

名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は 50 名未満）であ

ること 

9.宮城県介護支援専門員実務研修実習受け入れ協力事業所であること。 

10.他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討・研究会等を

実施すること。 

11.地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合にお

いても、居宅介護支援を提供していること。 

12.必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフ

ォーマルサービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計

画を作成。 

特定事業所加

算Ⅲ 

 

 

 

3,365 円／

月 

1.専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配

置していること（1 名以上）。※利用者に対する指定居宅介護支援の提供

に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務を

し、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務とする。 

2.専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置し



 

 

 

 
※主任介護支援専

門員：1 名以上 

介護支援専門員：2

名以上配置時 

ていること。（2 名以上）※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支

障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、

又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務とする。 

3.家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮

者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する

事例検討会、研修等に参加する。 

4.利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝

達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 

5. 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対

応する体制を確保していること。 

6.居宅支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施

していること。 

7.特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

8.指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利

用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員１人当たり 45

名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は 50 名未満）であ

ること 

9.宮城県介護支援専門員実務研修実習受け入れ協力事業所であること。 

10.他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討・研究会等を

実施すること。 

11.地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合にお

いても、居宅介護支援を提供していること。 

12.必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフ

ォーマルサービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計

画を作成。 

特別地域加算 

100 分 の

15 相当／

月 

国が定める地域内（各法律によって定められている離島やへき地な

ど）にある事業所がその地域において居宅支援を行った場合。 

ターミナル 

ケアマネジメ

ント加算 

4,168 円／

月 

在宅で亡くなられた利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関

する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び

死亡日前 14 日以内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得

て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、

主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者

に提供した場合 

業務継続計画

未策定減算 

所定単位数

の 100 分の

1 に相当す

る単位数を

減算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の

場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合 

高齢者虐待防

止未実施減算 

所定単位数

の 100 分の

1 に相当す

る単位数を

減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられて

いない場合 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活

用可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 



 

特定事業所医

療介護連携加

算 

1､302円／

月 

・前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間において退院・退所加算

の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保

険施設との連携の回数の合計が 35 回以上であること。 

・前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間においてターミナルケア

マネジメント加算を 15 回以上算定していること。 

・特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定していること。 

同一建物の利

用者に対する

取り扱い 

所 定 単 位

数 の 100

分の 95 を

算定する 

・居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の

建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者への居宅支援の実施。 

・居宅介護支援事業所の利用者が 1 月あたり 20 人以上住む建物（上

記を除く）に住む利用者への居宅支援の実施。 

その他 
基 本 料 金

に基づき 

居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等

にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービ

ス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議に

おける検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備

が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に居宅介護支援

の基本報酬の算定を行います。 

 

附則 この料金表は令和 6 年 4 月 1 日から施行します。 

 

 

令和 7年 10 月 1 日～令和 8年 2月 28 日まで運用 

  判定期間 （令和 7 年） 前期（3 月 1 日から 8 月末日） 

  

① 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の各サービスの利用割合 

訪問介護   31.9   ％  

通所介護   25.9   ％  

地域密着型通所介護（18 人以下） 6.6 ％   

福祉用具貸与 71.4  ％    

 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

訪問介護 ニチイケアセンター川平

28.6％ 

やさしい手仙台ケアセンター

吉成 6.9％ 

みらいｹｱ青葉 

6.9 ％ 

通所介護 ﾘﾊﾆｯｸ仙台実沢 16.9％ ｾﾝﾄｹｱ南中山 14.1% ﾂｸｲ南中山 8.5% 

地域密着型通

所介護 
ポラリスデイサービス 

川平 19.5％ 

ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝくにみ    

16.7% 

リハプラザ愛子       

16.％ 

福祉用具貸

与 

ﾀﾞｽｷﾝﾍﾙｽﾚﾝﾄ泉・泉中央

21.2％ 

ﾌﾛﾝﾃｨｱ仙台東 19.7％ 同仁社 9.9％ 

 



 

別紙 介護予防支援料金表 

 
 要支援認定を受けられた方は、介護保険から給付されますので自己負担はありません。ただし、

保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1ヶ月毎に料金をいただ

き、後日各市町村窓口で申請すると全額払い戻しされます。 
 

① 基本料金…「特別地域」に所在する事業所のため所定単位数の 15%加算済み 

 

要支援 1・2 

介護予防支援費（Ⅱ） 

５，６５８円／月 

 

②加算料金 

加算項目 料金 算定要件 

初回加算 3,126 円／月 
新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対

し、指定介護予防支援を行った場合。 

 

附則 この料金表は令和 7年 10 月 15 日から施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


